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略歴

• 2010年 北里大学医学部卒

• 2012年 北里大学病院 産婦人科 助手

• 2016年 北里大学 産科学 助教

神奈川県産科婦人科医会 若手産婦人科医の会 発足

• 2019年 神奈川県産科婦人科医会若手産婦人科医の会 委員長

• 2021年 相模野病院 産婦人科出向



本日の予定

1. 神奈川県産科婦人科医会に所属する医師として
2. 大学病院および市中病院の一人の診療医として
3. 産婦人科医として
4. 若手医師として



本日お話しする内容について

1. 神奈川県産科婦人科医会に所属する医師として
2. 大学病院および市中病院の一人の診療医として
 時間外労働規制の枠組みについて

3. 産婦人科医として
 宿日直、兼業

4. 若手医師として
 タスクシフトについて



本日お話しする内容について

1. 神奈川県産科婦人科医会に所属する医師として
2. 大学病院および市中病院の一人の診療医として
 時間外労働規制の枠組みについて

3. 産婦人科医として
 宿日直、兼業

4. 若手医師として
 タスクシフトについて



Kanagawa Trainees in Obstetrics and Gynecology 
神奈川県若手産婦人科医の会(KTOG)

県内における若手医師の連携を強化し，種々の活動を通してリクルート強化

や若手医師のリーダーシップ育成などを目指す若手の組織．



組織図(KTOG)



KTOGが主催したこれまでの勉強会



KTOGが主催した働き方に関するセミナー

第1回 オータムフォーラム(2017年10月9日)
「ワークライフバランス」 ～当直明けには帰りますか？～
第2回 オータムフォーラム(2018年11月18日) 後援：神奈川県,横浜市医療局
「産婦人科医の働き方改革」～私たちが取り組むべき一歩を探す～
第9回 KTOG 働き方マネジメント勉強会(2019年3月16日)
「働き方改革前夜。何が変わるのかを知る！」
第3回 オータムフォーラム(2019年12月15日) 後援：神奈川県
「産婦人科医の働き方改革」 問題提起のその先 ～現場でできる改革～
神奈川県、横浜市医療局、相模原市医療局
民間企業(マイクロソフト株式会社、損保ジャパン株式会社 )
医師の働き方改革BC水準に関する意見交換会(全2回2020年8月26日,10月5日)
神奈川県と産科婦人科医会



私たちはどうしたら良いのか？

医師の働き方改革の知識の把握

今後の現場レベルの改善点を議論

見えてきた課題点

医師への周知不足

(時間外労働規制の枠組み、宿日直・兼業、タスクシフト)



本日お話しする内容について

1. 神奈川県産科婦人科医会に所属する医師として
2. 大学病院および市中病院の一人の診療医として
 時間外労働規制の枠組みについて

3. 産婦人科医として
 宿日直、兼業

4. 若手医師として
 タスクシフトについて



時間外労働規制の枠組みについて

自分の労務時間管理はできていますか？



週勤務時間がB水準(年1,860時間以上)を超える医師の割合
(診療科別・年齢) 2019年調査



時間外労働規制の枠組み(全て36協定の締結と時短計画等の策定に基づき決まる)

医師労働時間短縮計画の策定
追加的健康確保措置

(連続勤務時間制限28時間)

B,C水準



2024年4月までの見通し 医師についての時間外労働の上限規制
の適用開始（改正労働基準法の施行

2022年に医療機関が評価を受ける
↓

診療科毎に
時間外労働が必要か36協定を締結する

2022年に希望医師が
「高度特定技能研修計画」を作成し，

医療機関に提出
↓

医療機関が申請

B水準

C-2水準



小括①

• 各個人の労務時間や時間外労働時間の把握し、どの水準
に当てはまるかを把握する

• 2022年より医療機関が評価機構へ申請し、評価が始まる



本日お話しする内容について

1. 神奈川県産科婦人科医会に所属する医師として
2. 大学病院および市中病院の一人の診療医として
 時間外労働規制の枠組みについて

3. 産婦人科医として
 宿日直、兼業

4. 若手医師として
 タスクシフトについて



宿日直について

「宿日直？夜勤？どちらなの？」



宿日直と夜勤について



夜勤明けの勤務の在り方
連続勤務時間制限(28時間)を考え、昼以降は働けなくなります。

(※時間外労働が年間960時間以内であれば努力義務)

宿日直について(産婦人科で分娩がある当直は稀でない限り、多くは夜勤扱い)

夜勤扱いの場合は、待機時間も含めて時間外労働となる。

必要に応じて緊急対応が求められる状況下においては、すべて勤務時間と定義される。

労働基準監督署から許可を受けた宿日直

(いわゆる寝当直)

通常業務と同じ宿日直(夜勤と同等)
産婦人科当直



兼業について

複数医療機関に勤務する医師の労働時間の扱いは？

地域病院 大学病院



兼業について

• 労働時間は労働基準法においては、通算し管理することとされ
ている（労働基準法第38条第1頁、「副業・兼業の促進に関する
ガイドライン」)

➡病院や上司の指示の有無に関わらず、自己申告等により副
業・兼務先の労働時間を把握し、通算して労働時間に関する規定
が適用される

• 追加的健康確保措置の適応については(B・C水準は義務化)
➡面接指導は複数医療機関で結果を共有すれば、一つの医療
機関において実施してもよい
(連続勤務時間28時間まで、勤務間インターバル9時間、月当たりの時間外労働が100時間になる際の面接指導)



兼業医療機関数(全体・大学病院・大学病院以外)と勤務時間 2019年調査

58.8%
病院全体

大学病院

大学病院以外



兼業：主たる勤務先と兼業先の勤務時間(全体・大学病院・大学病院以外)
2019年調査

病院全体

大学病院

大学病院以外

37.5%



小括②

• 宿日直が夜勤の場合、日勤から継続した場合

連続勤務時間制限(28時間)により夜勤明けは昼以降
は働けなくなる

• 兼務は自己申告によって通算し労働時間に組み込む

• 兼務先の労働時間を合わせると30～40%の医師が
B水準を超える



本日お話しする内容について

1. 神奈川県産科婦人科医会に所属する医師として
2. 大学病院および市中病院の一人の診療医として
 時間外労働規制の枠組みについて

3. 産婦人科医として
 宿日直、兼業

4. 若手医師として
 タスクシフトについて



医師労働時間短縮計画について

自分はどんなタスクシフトができているのか



労働時間短縮計画について

• B水準、C水準に該当す
る医師が一人でもいる場
合には医療機関で策定
が義務化される

• 策定や指導については
各都道府県の勤務環境
改善支援センターが支
援を行う



労働時間短縮計画について(医師労働時間短縮計画策定ガイドライン)



労働時間短縮計画について(相模野病院産婦人科)

メディカルクラークが代行

メディカルクラークが代行

看護師が代行

外来主治医制の廃止

夜勤明けは昼で帰宅

宿日直は夜勤扱い

カードリーダーの導入

勤務時間管理簿の導入

退院サマリー メディカルクラークが代行

看護師が代行

院外処方



相模野病院産婦人科の取り組み

1. 当直は夜勤扱いとなり、連続勤務時間は28時間制限
– 年間分娩数538件、手術件数281件、常勤医6名非常勤4名
で対応可能であった

2. 外来主治医制の廃止
– 産科外来をハイリスク外来とローリスク外来に移行

3. メディカルクラークへタスクシフト
– 入院説明、診断書作成、退院サマリー作成



小括③

労務時間短縮計画に基づいて各診療科で、
タスクシフトを促進し、医師の業務を見直しや
勤務環境の改善が求められる



まとめ

• 各個人が医師の働き方改革の知識を整理し、労務時間の
管理を行う

• 今後の評価機能の評価を受ける水準か自己確認する

• 労務時間短縮計画に基づいて各診療科・各個人で、診療
体制を見直す


